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第 4 次 

 たどつ男女共同参画プラン 

― 令和８（2026）年度 ～ 令和１２（2030）年度 ― 



 

は じ め に 

 

 本町では、平成２２（2010）年４月に「たどつ男女共同参画プラ

ン」を策定して以来、第２次、第３次と改訂を重ねながら、プランに

掲げた目標や施策に沿って、性別による固定的な役割分担意識にとら

われることなく、「誰もが自分らしく生きることができるまちづくり」

に一貫して取り組んでまいりました。 

 男女共同参画の理念は、着実に社会に浸透しているといえます。し

かし、依然として無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）は

社会に根強く残り、男女共同参画社会の実現を妨げています。また、

昨今の社会情勢は急速かつ大きく変化しており、人々の価値観やライ

フスタイルも多様化していることから、男女共同参画に係る取組も、

社会の変化に合わせてアップデートすることが求められています。 

 そこで、本町では、令和７（2025）年１月に実施した住民・事業

所アンケートの結果も踏まえながら、令和８（2026）年度から５年

間を計画期間とする「第４次たどつ男女共同参画プラン」を策定いた

しました。本プランでは、「男女共同参画社会の基盤づくりの推進」、

「あらゆる分野における男女共同参画の推進」、「安全・安心対策の推

進」を基本目標に掲げています。この目標を達成するために定めた基

本施策を着実に遂行し、町民一人ひとりが直面している課題に寄り添

った取組を推進してまいります。 

 男女共同参画社会の実現は、行政の取組だけで成し遂げられるもの

ではなく、住民、事業所等の皆さまが、それぞれの暮らしや職場の中

で、その重要性を認識し、主体的に行動していただくことが不可欠と

なります。一層の御理解と御協力を心よりお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、本プランの策定に際して、貴重な御意見、御

提言をいただきました全ての皆さまに、厚くお礼を申し上げます。 

 

 令和８（2026）年３月 

              多度津町長 丸尾 幸雄 
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１ 男女共同参画社会について 

 

 男女共同参画社会とは、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）

第２条において、次のように定義されています。 

 

 つまり、男女共同参画社会とは、男女が、お互いを尊重し合い、職場、学校、

家庭、地域などの社会のあらゆる分野で、性別にかかわらず個性と能力を十分

に発揮し、喜びや責任を分かち合うことができる社会であるといえます。 

 同法では、この男女共同参画社会を実現するために、５つの基本理念 *１と国・

地方公共団体・国民それぞれが果たすべき役割を定めており、一人ひとりの豊

かな人生につながる男女共同参画社会の形成を図ることが記されています。 

 

*１ ５つの基本理念（５本の柱） 

同法には、「男女の人権の尊重」（第３条）、「社会における制度又は慣行についての配

慮」（第４条）、「政策等の立案及び決定への共同参画」（第５条）、「家庭生活における

活動と他の活動の両立」（第６条）、「国際的協調」（第７条）の５つが基本理念として

掲げられている。 

  

２ 男女共同参画に関する社会の動向 

 

（１）国際社会の動向 

 

① 国際社会の取組 

 国際社会においては、昭和５４（1979）年に、女子に対するあらゆる形態の

差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）が採択されたことをはじめと  

第１章 プランの策定にあたって  

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の 

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女 

が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することが 

でき、かつ、共に責任を担うべき社会 
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して、女子差別を「権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するも

の」であるとの考え方のもとで、女性の地位向上が図られてきました。 

また、平成２７（2015）年９月には、国連サミットにおいて、全ての国が、

「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて

めざすべき「持続可能な開発目標」として、SDGs（Sustainable Development 

Goals）が採択されました。日本を含む国際社会が協力して、この目標達成に向

けた取組を進めています。 

 

 この SDGｓの１７のゴール（目標）のうち、多様性を認め合い、人権を尊重

する社会を確立していくためには、次の４つのゴール（目標）が関連するもので

あるといえます。 

    

この中でも、男女共同参画社会の実現に関しては、特に「５ ジェンダー*２平

等を実現しよう」が重要な目標であるといえます。この目標では、女性と女児に

対するあらゆる形態の差別や暴力をなくし、政治、経済、社会などのあらゆるレ

ベルで平等に参画する権利とリーダーシップの機会を確保することが掲げられ

ています。 
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このように、人権の確立や男女共同参画社会の形成は世界の潮流となってい

ます。この「第４次たどつ男女共同参画プラン」も、SDGｓを踏まえた内容に

なるように策定しています。 

 

*２ ジェンダー（Gender） 

「男らしさ・女らしさ」など、「こうあるべき」「こうあるのが自然」といった社会的・ 

文化的に成立していった価値観や考え方のこと。  

 

② 国際社会における我が国の位置 

令和７（2025）年６月に発表されたジェンダー・ギャップ指数（GGI）*３で

は、日本は 148 か国中 118 位*４と、OECD*５加盟諸国の中でも非常に低い順

位となっており、特に「政治参画」と「経済参画」の分野で男女格差が極めて大

きくなっています*６。 

近年、日本は同指数の 110 位～120 位台に位置しており、国際社会におい

て我が国が取り組むべき課題は依然として多く、このことを踏まえて国内施策

を進めていく必要があるといえます。 

 

*３ ジェンダー・ギャップ指数（GGI） 

スイスのジュネーブに本部を置く非営利財団の「世界経済フォーラム」が、各国の男女 

間の格差を数値化して順位づけした指数のこと。「経済参画」、「政治参画」、「教育」、「健 

康」の分野別に算定されている。数値は１に近いほど平等であるとされる。 

 *４ 日本は 148 か国中 118 位 

    118位の日本の総合評価は 0.666となっている。一つ下の 119位はブータン（0.663）

で、一つ上の 117 位はアンゴラ（0.668）である。トップ 3 は上からアイスランド

（0.926）、フィンランド（0.879）、ノルウェー（0.863）である。 

 *５ OECD 

OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development：経済協力 

開発機構）は、経済成長、開発援助、自由かつ多角的な貿易の拡大を目的とする国際機  

構で、多岐にわたる経済・社会分野において、調査、分析、政策提言等を行う機関で 

ある。令和７（2025）年現在３８か国が加盟しており、日本は昭和３９（1964）年 

に加盟した。  

 *６ 「政治参画」と「経済参画」の分野 

    令和７（2025）年の日本の分野別数値は、「経済参画：0.613（112 位）」、「政治参

画：0.085（125 位）」、「教育：0.994（66 位）」、「健康：0.973（50 位）」である。

教育・健康は比較的高い水準にあるが、経済参画（同一労働の男女賃金差、管理職の男
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女比などが指標）と政治参画（国会議員・閣僚の男女比、行政府の長の在任年数の男女

比などが指標）の男女格差が大きく、日本全体の順位を押し下げる要因となっている。 

 

（２）国の動向 

 

① 男女共同参画社会基本法 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、国

際社会における取組と連動しつつ、男女平等の実現に向けた様々な取組が着実

に進められてきました。しかし、少子高齢化が進行し、社会経済情勢が急速に変

化していくなかで、それら諸問題に対応していくためには、男女共同参画社会

の実現が緊要の課題であるとの認識が広まるなか、平成１１（1999）年６月に

男女共同参画社会基本法（以下「基本法」という。）が制定されました。 

基本法では、男女共同参画社会を実現することが「２１世紀の我が国社会を

決定する最重要課題」であると位置づけ、「社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要」であ

るとの考えのもと、施策の総合的かつ計画的推進を図るために基本計画を策定

するよう規定されており、この規定に基づき、平成１２（2000）年１２月に最

初の「男女共同参画基本計画」が策定されました。令和２（2020）年１２月に

は「第５次男女共同参画基本計画」が策定され、令和７（2025）年度末までの

期間における施策の基本的方向と具体的な取組が定められました。 

令和８（202６）年１月現在、国は、「第６次男女共同参画基本計画」の策定

に向けた取組を進めています。計画策定にあたって、国は、「我が国における経

済社会環境や国際情勢の変化、我が国が主体的に参画してきたジェンダー平等

に係る多国間の合意・コミットメントの着実な履行・実施の観点」を踏まえて、

めざすべき４つの社会*７を提示し、その実現を通じて、男女共同参画社会の形成

を推進するものとしています。 

 

 *７ ４つの社会  

    （１）男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に  

富んだ、活力ある持続可能な社会  

（２）男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会  

（３）仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、 

家庭生活を送ることができる社会  

（４）あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会と協調する

社会 
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② 女性版骨太の方針 

内閣には、様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くことに

より、我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、我が国社会の

活性化につながるよう、「すべての女性が輝く社会づくり本部」が設置されてい

ます。また、同じく内閣には、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円

滑かつ効果的な推進を図るために、「男女共同参画推進本部」が設置されていま

す。いずれも、内閣総理大臣が本部長を務めています。 

これら２つの本部で検討、作成され、閣議により決定されているのが、「女性

活躍・男女共同参画の重点方針（女性版骨太の方針）」です。令和７（2025）

年６月には、「女性活躍・男女共同参画の重点方針  2025（女性版骨太の方針 

2025）」が閣議決定されています。 

同方針では、「第５次男女共同参画基本計画」の着実な実行と、「第６次男女共

同参画基本計画」の策定に向けて進行中の議論を踏まえて、５つの取組事項*８に

重点的に取り組むことを掲げ、「いつでも・どこにいても、誰もが自分らしく生

きがいを持って生きられる社会」をめざし、女性活躍・男女共同参画に向けた取

組を一段と加速させていくこととしています。 

 

 *８ ５つの取組事項  

（１）女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり  

（２）全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり  

（３）あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大  

（４）個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現  

（５）女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化  

 

③ 女性活躍推進法 

職業生活における男女共同参画については、平成２７（2015）年９月に女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下

「女性活躍推進法」という。）が施行され、働く場で活躍したいという希望をも

つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、

女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表が国や地

方公共団体、民間企業等の事業主に義務づけられました。特定事業主（国・地方

公共団体）に関しては、令和４（2022）年 12 月に、状況把握、分析及び情報

公表の必須項目として「職員の給与の男女の差異」を追加すること等を内容と

する内閣府令等の改正が行われ、令和５（2023）年４月から施行されています。 
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また、国においては、女性活躍推進法の成立に合わせて、女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する基本方針（以下「女性活躍基本方針」という。）が策定

され、事業主に対してトップが先頭に立って意識改革・働き方改革を行うこと

や女性の活躍の意義を理解して女性の活躍推進に積極的に取り組むこと、働き

方を改革して男女ともに働きやすい職場をめざすことなどの方針が掲げられま

した。 

なお、女性活躍推進法については、令和７（2025）年６月に改正が行われ、

それに伴って同年１１月に女性活躍基本方針も変更が行われ、女性の健康上の

特性に係る取組やハラスメント対策が追記され、女性が働きやすい職場環境の

整備についての取組の強化が図られています。 

 

④ DV 防止法 

配偶者等からの暴力（DV）や職場等におけるハラスメントが、重大な人権侵

害であり、かつ、男女共同参画の実現を阻害するものであるとの認識が広まる

につれ、こうした社会問題へ対応するために、平成１３（2001）年４月に配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３１

号。以下「DV 防止法」という。）が施行されました。この法律に基づき、DV や

ハラスメントをめぐる家庭生活・職業生活を含む社会状況の改善が図られてい

ます。 

 

⑤ 男女共同参画社会の実現に資する法の整備や社会情勢に沿った取組 

 基本法をはじめとする男女共同参画社会の実現に資する法の整備については、

社会情勢の変化や問題の深刻化に対応するため、国において適宜改正が図られ

ています。 

 

⑥ 輝く女性の活躍を加速するリーダーの会 

内閣府男女共同参画局では、女性活躍を推進するためには組織トップのコミ

ットメントが極めて重要であるとして、平成２６（2014）年に輝く女性の活躍

を加速する男性リーダーの会を発足しました。令和８（2026）年 3 月 1 日に

は、輝く女性の活躍を加速するリーダーの会（以下「リーダーの会」という。）

に改称して女性リーダーも参加できる新たな会としてスタートし、300 名を超

える企業経営者、学術機関、自治体のリーダーが参加しています。リーダーの会

では、リーダーミーティングや地域シンポジウムの開催を通じてネットワーキ

ングを進め、女性活躍推進に係る情報共有と連携の強化が図られています。本

町も、令和７（2025）年８月に県内の他市町とともに参加しています。 
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（３）香川県の動向 

香川県では、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、県・県民・事業者

の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、

男女共同参画社会の形成を図り、豊かで活力のある地域社会の実現に寄与する

ために、平成１４（2002）年４月に香川県男女共同参画推進条例（平成１４年

香川県条例第３号）が施行されました。 

また、基本法第１４条第１項及び第２項の規定に基づく都道府県男女共同参

画計画として、平成１３（2001）年に「かがわ男女共同参画プラン」が策定さ

れています。令和３（2021）年１０月には、SDGs の理念である「誰一人取り

残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現をめざして、「第４次か

がわ男女共同参画プラン」が策定されました。同プランでは、「男女の人権の尊

重」をはじめとする４つの基本理念を定めるとともに、３つの基本目標と１３

の重点目標が掲げられ、プランに沿った施策が推進されています。なお、令和８

（202６）年１月現在、香川県は「第５次かがわ男女共同参画プラン」の策定

に向けた取組を進めています。 

 このほか、平成２８（2016）年１月には DV 防止法に基づく「第３次香川県

配偶者暴力防止及び被害者支援計画」、平成２９（2017）年１月には女性活躍

推進法に基づく「かがわ働く女性活躍推進計画」が策定され、それぞれ法の趣旨

に沿って男女共同参画社会の形成に資する施策が進められています。 

さらに、香川県は、令和８（2026）年４月に「香川男女共同参画センター（ふ

らっとぴあ香川）」を設置することとしており、広報、相談、調査研究、人材育

成等の取組を通じて、女性活躍・男女共同参画に関する課題解決に向けた取組

を実施するための拠点整備を図っています。また、男性リーダーの会について

は、令和７（2025）年８月に、既に参加済みであった県及び高松市を除く県内

の市町が揃って参加しました。これを受けて、同年１１月に高松市で行われた

男性リーダーの会の地域シンポジウムにおいて、連携して女性活躍推進の取組

を推進するために、「輝く女性のかがわ応援団」の発足を香川県知事が宣言しま

した。同応援団には、本町を含む県・県内全市町が参加しています。 

 

３ プラン策定の趣旨 

 

 本町では、平成２２（2010）年度に、男女が共に住みやすく、いきいきと活

動しやすい男女共同参画社会の形成をめざして、「たどつ男女共同参画プラン」

を策定しました。 
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以降、平成２７（2015）年度には「第２次たどつ男女共同参画プラン」を、

令和２～令和３（2020～2021）年度にかけて「第３次たどつ男女共同参画プ

ラン」（以下「第３次プラン」という。）を策定し、計画に沿って男女共同参画社

会を実現するための施策を推進してきました。 

 この度、第３次プランの計画期間が令和７（2025）年度末に終了することか

ら、引き続き男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的及び計画的に推進

するため、新たに「第４次男女共同参画プラン」（以下「本プラン」という。）を

策定することとしました。 

 

４ プランの位置づけ 

 

 本プランは、基本法第１４条第３項の規定に基づき策定するもので、本町に

おける「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画」

（市町村男女共同参画計画）となります。また、施策の一部は、女性活躍推進法

第６条第２項に規定される「市町村推進計画」や DV 防止法第２条の３第３項

に規定される「市町村基本計画」にも位置づけています。 

本プランの策定にあたっては、国の「男女共同参画基本計画」及び香川県の

「かがわ男女共同参画プラン」並びに国・県が定める女性活躍推進及び DV 防

止に関する方針や計画を踏まえつつ、令和６（2024）年度から令和１３（2031）

年度までを計画期間とする「第７次多度津町総合計画」（以下「総合計画」とい

う。）及び町が定める関連計画との整合性を図りながら策定します。 

 

５ プランの計画期間 

 

 本プランの計画期間は、令和８（2026）年度から令和１２（2030）年度ま

での５年間とします。ただし、国の動向や社会情勢の変化に応じて、適宜必要と

なる見直しを行うものとします。 
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１ 多度津町の現状 

 

（１）人口からみる本町の現状 

 

① 総人口 

 

 本町の人口は、平成２（1990）年の 24,080 人をピークとして、以降ゆる

やかに減少していますが、平成２７（2015）年から令和２（2020）年の５年

間では 1,000 人弱の減少となっており、人口減少が加速していることがうかが

えます。なお、令和７（2025）年１０月１日現在の住民基本台帳上の人口は

21,610 人となっているため、令和２年から令和７年までの５年間における人

口減少数も 1,000 人弱になると見込まれます。 

 また、「多度津町人口ビジョン【2025 年度改訂版】」*９では、今後も総人口

は減少していくことが指摘されています。なかでも生産年齢人口は、年少人口

や高齢者人口と比べて減少率が大きくなると推計されており、地域の労働人口 

（担い手） 不足がさらに深刻化することが懸念されています。 

第２章 男女共同参画を取り巻く多度津町の現状 
と課題  

（人） 

国勢調査をもとに作成  
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生産年齢人口の減少は、本町の産業の衰退につながるため、労働力の確保が

重要な課題となります。こうした現状を踏まえると、男女共同参画社会の実現

に向けた取組は、ますます求められてくるものであるといえます。 

 さらに、本町の現状として留意すべき点として、総人口は減少しているもの

の、外国人人口は増加を続けているという点が挙げられます。  

 

総人口における外国人人口の比率は、令和６（2024）年で５．0％となって

います。同年の香川県における比率（県内平均の比率）は２．０％で、これを大

きく上回っており、県内でもトップクラスとなっています。 
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（％）（人）

外国人人口 対総人口比

出典：多度津町人口ビジョン 

出典：多度津町人口ビジョン 
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その理由としては、本町の産業の一つである造船業での就労があると考えら

れていますが、外国人人口は今後も増加が見込まれることから、本町において

は、窓口対応や配布資料の多言語化、児童生徒保護者等への日本語指導などの

取組により多文化共生社会の実現を図ることも重要となってきています。 

 

*９ 多度津町人口ビジョン  

掲載されているページの URL（令和８（2026）年１月現在）  

https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/ 

soshikikarasagasu/ seisakuka/chihososei/3757.html 

 

② 男女の年齢別人口（出典：国勢調査） 

総人口における男女の人口をみると、あまり大きな差はありませんが、男女

の人口を年齢別にみると、一つの傾向があることがうかがえます。 

 

男女数の差に着目してみると、０～１４歳の階層では大きな差はありません

が、１５～１９歳の階層から、「男性が多く、女性が少ない」という差がみられ

るようになります。この差は、２０～３４歳の階層では顕著になっています。 

「多度津町人口ビジョン【2025 年度改訂版】」によると、２０～３４歳の階

層における転出者数は、他の階層に比べて転入者数を大きく上回る状況にあり

ます。特に２０～２４歳の階層では転出が大きく上回っており、この理由とし

ては、進学や就職によるものであると指摘されています。 

（人） 

（人） 

国勢調査をもとに作成  
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２０～３４歳の階層で、町外への転出が多いことと「男性が多く、女性が少な

い」状況が顕著であることを合わせて考えると、進学や就職を機に女性が転出

し、その後、本町へ戻ってきていない状況があることが推測されます。 

このことに関連し、内閣府男女行動参画局の「令和６年度地域における女性

活躍・男女共同参画に関する調査」中間報告資料に掲載されている、男女が「出

身地域を離れた理由」の調査結果において、女性は、「希望する進学先が少なか

った」、「地元から離れたかった」、「親や周囲の人の干渉から逃れたかった」こと

を理由として転出した割合が、男性に比べて高かったということが報告されて

います。つまり、女性が地方での生活を選択しない傾向が強まっているといえ

ますが、女性の「地元から離れたい」、「干渉を逃れたい」という思いの背景には、

「夫は仕事、妻は家庭」というような、性別による固定的な役割分担を求められ

る地方から脱したいという意識がみられることが指摘されています。この指摘

からは、地方の女性人口が減少している（女性が地方に留まらない又は戻らな

い）理由の一つに、その地方で男女共同参画社会が実現されておらず、自分らし

く生きることができないという状況があることがうかがえます。 

こうしたことを踏まえると、本町においては、町の産業の担い手となる２０

～３４歳の階層の住民とりわけ女性の転出を抑制し、自身がもつ能力を発揮し

て自分らしく働けるよう、社会全体で固定的な性別役割分担意識の解消と働き

やすい事業所（就職先）づくりに資する取組を進め、女性を含めた誰もが住みや

すく魅力あるまちづくりを実践していくことが強く求められています。 
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（２）第３次プランの推進状況 

 

 令和３（2021）年６月に策定した第３次プランでは、男女共同参画社会の実

現に向けた基本目標、目標及び施策の方向を定め、施策を推進するための個々

の取組を掲げました。本町では、この第３次プランに沿って、男女共同参画社会

の実現に向けた取組を推進してきました。 

また、男女共同参画社会の実現に向けた進捗状況を把握するために、取組の

数値化が可能で、かつ、定期的に計ることができる項目に関して目標値を設定

しました。 

令和７（2025）年度末における実績（見込）値は、次のとおりです。 

※ 令和８（2026）年１月現在の令和７年度実績又は実績見込値）を 

  掲載しています。 

内容 
第 3 次プラン策定時

の実績値（R1 実績） 

第 3 次プラン策定時

の目標値（R7 実績） 

実績（見込）値 

（R7 年度末） 
担当部署（R7） 

目標１ 人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

人権研修会・講演会の開催 

（町職員向け以外） 
４回 ５回 ５回 

住民環境課 

生涯学習課 

人権・同和問題研修会等 

への参加人数 
１２０人 １２０人 ３７４人 

住民環境課 

生涯学習課 

広報誌への男女共同参画 

関連記事の掲載 
１回 ３回 ４回 住民環境課 

「男女共同参画」という用語 

の認知度（アンケート） 
２１％ ３０％ 

アンケートの項目から

削除されたため不明 
住民環境課 

「夫は仕事、妻は家庭」の 

賛成意見割合（アンケート） 
２７％ ２０％以下 ２３％ 住民環境課 

性的マイノリティ（LGBT） 

の認知度（アンケート） 
２４％ ４０％ 

アンケートの項目から

削除されたため不明 
住民環境課 

目標２ 男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実  

女性セミナー受講者数 ３５人 ４０人 ３５人 生涯学習課 

目標３ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大  

各種審議会委員への 

女性の登用率 
２５％ ３０％ ２９％ 全課 
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内容 
第 3 次プラン策定時

の実績値（R1 実績） 

第 3 次プラン策定時

の目標値（R7 実績） 

実績（見込）値 

（R7 年度末） 
担当部署（R7） 

目標４ 雇用などにおける男女共同参画の推進 

育児休業制度を導入して 

いる事業所の割合（アンケート） 
５６％ ６０％ ６７％ 住民環境課 

家族経営協定締結農家数 ７ １０ ９ 産 業 課 

目標５ 防災・災害時における男女共同参画の推進  

男女共同参画の視点に基づき  

環境整備を行った避難所数 
０施設 ２施設 ９施設 総 務 課 

避難所などの運営訓練 0 回 ２回 ０回 総 務 課 

目標６ 地域における男女共同参画の推進 

高齢者居場所づくり事業を 

行っている団体数 
１４団体 ２３団体 ２５団体 高齢者保険課 

高齢者の在宅生活を支える仕組み 

を考えるための協議体の数 
１団体 １団体 １団体 高齢者保険課 

シルバー人材センター 

会員登録人数 
４３０人 ４３０人 ３４６人 高齢者保険課 

国際交流事業数 ０ ２ １ 町長公室 

小学校への外国語指導者の 

派遣時間 
７４時間 ７４時間 ７４時間 教育総務課 

目標７ 男女の仕事と生活の調和が図れる環境づくり  

マタニティ教室に夫婦で 

参加した人の割合 
１５％ ３０％ ８９％ 健康福祉課 

保育所の待機児童数 

（私的待機を含む） 
３１人 １０人 ２３人 健康福祉課 

放課後児童クラブの 

待機児童数 
０人 ０人 ０人 健康福祉課 

家族介護教室（介護技術の 

講習会）の参加者数 
１１人 ２０人 

R5 年度：４人  

（令和 5 年度で廃止） 
高齢者保険課 
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内容 
第 3 次プラン策定時

の実績値（R1 実績） 

第 3 次プラン策定時

の目標値（R7 実績） 

実績（見込）値 

（R7 年度末） 
担当部署（R7） 

おしどり会（認知症の方の 

介護者の交流会）の参加者数 
５４人 ５６人 

R5 年度：２２人  

（令和 5 年度で廃止） 
高齢者保険課 

介護予防サポーター数 ２２１人 ２９０人 ２４５人 高齢者保険課 

認知症サポーター数 １，６８２人  ２，３００人 2,679 人 高齢者保険課 

認知症高齢者を見守るネット 

ワークづくり協力団体数 
２６団体 ３０団体 ４９団体 高齢者保険課 

家庭教育学級の実施回数 １２回 １２回 １３回 生涯学習課 

就学前保護者啓発事業の 

実施回数 
０回 １２回 ３回 生涯学習課 

放課後子供教室の実施日数 ７３回 １００回 ２６回 生涯学習課 

放課後子供教室の参加者数 ２，２５４人  ２，３００人 ８５０人 生涯学習課 

目標 8 あらゆる暴力の根絶 

ハラスメント・DV 被害を 

相談した割合（アンケート） 
２５％ ３０％ 

アンケートの項目から

削除されたため不明 
住民環境課 

DV 被害が「何回もある」 

人の数（アンケート） ※のべ数 
６７人 ５０人 ８６人 住民環境課 

DV 相談専門研修会 

（県主催）への参加 
２回 ２回 ２回 健康福祉課 

要保護児童対策部会回数 ５回 ５回 ５回 健康福祉課 

目標９ 生涯を通じた健康支援 

ウォーキングイベント 

参加者数 
８１人 ９０人 ９５人 生涯学習課 

スポーツ教室参加者数 ５８人 ７０人 ２００人 生涯学習課 
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２ 多度津町の課題 

 

（１）アンケート調査の実施 

男女共同参画社会を実現するための施策を検討する上では、データによる実

態把握が重要であるとの指摘がされています。決めつけや思い込みから脱却し、

データによる客観的な数値から現状や実態を正確に捉え、そこから課題を見つ

けていく作業を行わなければなりません。 

そこで、本町では、令和７（2025）年１月から２月にかけて、町内の住民及

び事業所を対象としたアンケート調査（以下「アンケート」という。）を実施し

ました。 

 

アンケート調査の結果報告はこちらから  

 

報告書が掲載されているページの URL（令和８（2026）年１月現在） 

https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/choseijoho/ 

jinken_danjokyodosankaku/danjokyodosankaku/1466.html 

（男女共同参画について）  

 

多度津町 男女共同参画に関する住民アンケート 調査結果報告書 

PDF ファイルの二次元コード（令和８（2026）年１月現在） 

 

多度津町 男女共同参画に関する事業所アンケート 調査結果報告書 

PDF ファイルの二次元コード（令和８（2026）年１月現在） 

 

 

これらアンケート結果の分析を行い、本町における男女共同参画社会の実現

に向けた課題を整理しました。 

 

（２）本町における課題 

 

① 性別による固定的な役割分担意識の解消が必要 

 アンケート結果から、性別によって固定化された家庭・職場における役割分

担の意識が根強く残っていることがうかがえました。 
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 （ア）住民アンケート 

    問５ 「男性は外で働き、女性は家庭を守るべき」という考え方 

 

      令和２（2020）年度に行ったアンケート調査（以下「前回調査」

という。）と比較すると、「反対」と答えた割合が８％増加しており、

意識の改善は見られますが、「賛成」「どちらかといえば賛成」と答え

た割合が全体の２３％にのぼり、肯定的に捉える意見が根強く残って

いることが分かります。 

 （イ）住民アンケート 

    問７ 現状の男性との役割分担についての考え 

 

      男女を合わせた人数では、「妥当だと考える」が 159 人、「妥当と

は考えない」が 129 人となっており、性別による役割分担が妥当だ

と考える割合の方が高くなっています。また、男女の認識差をみると、

男性は「妥当だと考える」、女性は「妥当とは考えない」とする方が割

合が高く、男女で認識の差があることが分かります。 
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妥当だと考える 妥当とは考えない どちらともいえない 無回答

(人) (割合)

(人) 

回答合計：422 

回答合計：420（女性 22２、男性 198） 
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 （ウ）事業所アンケート 

    問１３ 性別による役割分担の傾向 

 

     「中心的な仕事は男性、女性の仕事は補助的雑務が多い」に「はい」

と答えた割合は、前回調査の４６％に比べて２９％となり、大幅に改善

していますが、「はい」が未だ３割にのぼり、「お茶くみ・掃除など、本

来の業務ではない仕事（雑用）が女性の担当となっている」に「はい」

と答えた割合も同じく３割にのぼります。職場においても、性別による

役割分担が残っているといえます。 

以上のように、本町においては、性別によって働き方や生き方を固定化する

意識が未だ根強く残り、それを肯定的に捉える傾向がみられます。ただ、これま

での国、県、町、事業所等の取組により改善が進んでいるともみられることか

ら、継続して意識改革に取り組むことが必要であると考えます。 

その施策としては、広報や啓発活動に取り組むほか、住民アンケート問２０

の「男女共同参画社会に向けた取組について」の設問への回答で「学校における

男女平等教育の推進」が上から 3 番目に位置したことからも、学校をはじめと

するあらゆる場での男女平等に関する教育を効果的に行うことが求められてい

るといえます。    

 

29%

29%

31%

27%

5%

29%

68%

68%

67%

71%

93%

67%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

0% 50% 100%

女性自身が責任ある仕事を

望まない傾向がある

お茶くみ・掃除など、本来の業務ではない

仕事（雑用）が女性の担当になっている

男性は育児休業や介護休業を

利用しにくい慣習や雰囲気がある

男性に比べて定年まで勤める

女性が少ない

女性には結婚退職や出産退職の

慣習や雰囲気がある

中心的な仕事は男性、女性の仕事は

補助的業務や雑務が多い

はい いいえ 無回答 回答合計：各 85 
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② 政策・方針の決定過程における女性の参画が必要 

 アンケート結果から、行政における政策や事業所等における方針が決められ

る過程で、女性が十分に参画できていない実態があることがうかがえました。 

 （ア）住民アンケート 

    問８－４ 政治の場における男女平等 

 

      政治の場において「男性の方が非常に優遇されている」「どちらか

といえば男性が優遇されている」と答えた人の割合は、全体の７割を

超えており、平等が実現されているとの認識が低いことが分かります。

第１章で取り上げた「ジェンダー・ギャップ指数（GGI）」のように、

政治分野での女性参画は客観的にみても進んでいるとは言えず、政策

が議論される過程で、女性の意見や視点が十分に取り入れられている

とは言い難い状況があるといえます。 

 （イ）事業所アンケート 

    問２－２ 管理職（係長以上）のうち女性が占める割合 
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女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

男性の方が

非常に優遇

されている

どちらかと

いえば男性

が優遇され

ている

男女平等で

ある

どちらかと

いえば女性

が優遇され

ている

女性の方が

非常に優遇

されている

わからない 無回答

（人） （割合）

０～９％

47%

１０～１９％ 3%２０～２９％ 2%

３０～３９％

11%

５０～５９％ 8%

６０～６９％ 1%

９０～１００％

1%

管理職なし 25%
回答なし 2%

(人) 

回答合計：421（女性 223、男性 198） 

回答合計：85 
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事業所における事業や経営などの方針を決定する過程で関与するこ

とが考えられる管理職について、女性の登用率は「０～９％」が５割弱

を占めています。事業所の規模もあるので、一概にはいえないところ

もあるものの、女性の管理職登用が進んでいない現状があることがう

かがえます。 

（ウ）事業所アンケート 

    問５ 女性の管理職が少ない理由 

 

女性の管理職が少ない理由はさまざまですが、「周囲の傾向（男性の

部下が女性の管理職を好まない傾向にある）」が９％、「取引先の傾向

（取引先等から女性管理職が受け入れられにくい）」が１１％にのぼっ

ており、性別による固定的な役割分担意識が影響を与えていることが

うかがえます。 

 以上のとおり、政治・方針決定の過程における女性の参画が進んでいないこ

とは、本町にとって大きな課題であるといえます。その原因としては、さまざま

な理由がありますが、性別による固定的な役割分担意識が根強く残ることが大

きな原因となっており、社会全体で現状の改善に取り組む必要があります。 

 その施策としては、女性の登用を促進するための啓発や女性のキャリア形成

に係る支援や人材育成による人材確保が考えられます。 

 

③ 多様な生き方・働き方を可能とする環境整備が必要 

 アンケート結果から、男女ともに自分らしく生き、自分らしく働くことがで

きるようにするための課題解決や支援制度の充実などの環境整備が必要である

ことがうかがえました。 

本人の希望

1%

離職が多い 3%
職種の関係

4%

残業等ができない

6%

能力の問題

8%

周囲の傾向

9%

取引先の傾向

11%

採用自体が少ない

12%

理由はない

14%

その他

15%

回答なし

17%

回答合計：124 
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 （ア）住民アンケート 

    問８－２ 職場や職業での男女平等 

 

職場においては「男性の方が非常に優遇されている」「どちらかとい

えば男性が優遇されている」と答えた割合が、全体の約５割に上るこ

とから、女性にとって、自分らしく働くことができていない状況があ

ることがうかがえます。 

（イ）住民アンケート 

    問１０－３ 職場における男女間の格差 
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どちらかとい

えば男性が優

遇されている

男女平等であ

る
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わからない 無回答

（人） （割合）

(人) 

(人) 

回答合計：421（女性 223、男性 198） 

回答合計：400 
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男女格差を感じる点としては、採用、賃金、昇給等の雇用条件や昇格、

業務内容、勤務の継続性等の就労環境の点が主に挙げられています。

これらの改善を図る必要があります。 

（ウ）住民アンケート 

    問１２ 女性が長く働き続ける上での困難や障壁 

 

どのような改善が必要であるかということに関しては、「男性の家

事・育児・介護への参加を促進する」（１位）、「育児や介護のための休

暇制度や手当を利用しやすくする」（２位）が多くなっています。また、

「保育や介護のための施設・サービスを充実させる」（４位）ことへの

ニーズも感じられます。 

182

59

129

180

99

97

120

27

28

125

18
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20

9
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男性の家事・育児・介護への

参加を促進する
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労働時間の短縮や在宅勤務（テレワーク）

・フレックスタイムの導入を推進する

育児や介護のための休暇制度

や手当を利用しやすくする

職場での賃金・昇進・仕事内容

など、労働条件での男女格差をなくす

パートタイムなど非正規労働者

の労働条件を改善させる

結婚・出産・介護などの理由で

退職した人が職場復帰できる

再雇用制度を充実させる

再就職を希望する人のため

の講座・セミナーを充実させる

仕事や職場環境に関する相談

窓口を充実させる

保育や介護のための施設・

サービスを充実させる

わからない

すでに男女がともに働き

やすい社会になっている

その他

無回答

(人) 

回答合計：1,100 
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住民アンケート問２０の「男女共同参画社会に向けた取組について」

の設問への回答でも、「子育て・育児に関する支援の充実」（１位）、「高

齢者等に関する介護支援の充実」（２位）、「家事育児などに男性の参加

を促進するための啓発」（３位）、「学校における男女平等教育の推進」

（４位）などが挙がっており、これらの改善が男女格差の是正が男女

共同参画社会の実現に資するものと考えられます。 

（エ）事業所アンケート 

    問８ 育児・介護休業の取得状況 

 

     育児・介護休業の取得状況については、「全従業員（正規・非正規と

も）が取得できる状況である」が５９％にのぼり、前回調査の３４％よ

りは大幅に改善されているものの、「取得できる状況にない」も２６％

にのぼり、更なる改善が求められているといえます。 

（オ）事業所アンケート 

    問９ 育児休業（取得者数・取得率・取得期間） 

       介護休業（取得者数・取得期間） 

     育児休業制度がある場合の取得率については、直近３年間で、男性

の取得率が２９％（全国平均約３０％）、女性の取得率が１００％（全

国平均約８４％）となっており、良い傾向にあります。ただ、取得期間

をみると、男性は「１か月未満」、女性は「１年以上２年未満」となっ

ており、期間に開きがあります。また、直近３年間で介護休業を取得で

きたのは、男性が３名、女性が５名で、女性の方が多くなっています。 

     これらの結果からは、子育て・介護を女性の仕事とする固定的な役

割分担意識の影響をうかがうことができます。 

全従業員（正規・非正規と

も）が取得できる状況であ

る

59%

正規従業員のみ取得で

きる状況である

8%

取得できる状況を整備中

である（予定・見込み）

7%

取得できる状況にない

26%

回答合計：85（無回答 3） 
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 以上のように、男女がともに自分らしく生き、働くためには、性別による固定

的な役割分担意識を解消しつつ、雇用条件や就労環境の改善を図ることが必要

であるといえます。そのための施策としては、ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）を実現するため、男性が家事、育児、介護等に参加しやすい環境

を整備すること、また、子育て支援、介護支援等の制度の充実を図ることが挙げ

られます。さらに、高齢者や外国人などを含むあらゆる属性をもつ人が多様に

生き、そして働くことができるよう、行政や事業所等の組織においてダイバー

シティ*10 を推進して、多様性を生かしたイノベーションを生み出すことで、成

長性のある発展的なまちづくりに取り組むことが重要となります。 

 

*１０ ダイバーシティ（Diversity） 

多様性を意味し、人種、性別、年齢、宗教、価値観、障害など、様々な属性をもっ

た個人が組織の中で共存している状態を指す。  

 

④ 安全・安心対策が必要 

 アンケート結果から、男女を含むあらゆる属性の個人が、あらゆる場面にお

いても安全・安心に生活し、又は働くことができるような対策が必要であるこ

とがうかがえました。 

（ア）住民アンケート 

    問１９ 男女共同参画の視点から必要だと考える防災の取組 
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男女共同参画の視点を踏まえた安全・安心対策で大きな課題となっ

ているものの一つが防災対策です。なかでも避難所運営に関しては、

近年特に取組の推進が強く求められていることから、アンケート結果

を踏まえた対策を講じる必要があるといえます。 

（イ）住民アンケート 

    問１３ ドメスティック・バイオレンスの被害経験 

配偶者、パートナー、恋人などからの暴力（DV）については、一般

的に女性が被害を受けることが多いと言われており、女性が社会で活

躍しようとする上で、大きな障壁の一つとなっています。アンケート

結果からは、身体的暴力、暴言、束縛、性的被害、無視、経済的圧力な

どの DV を受けたことが「何回もある」と答えた男女が、のべ人数で

８６人にのぼります。「１・2 回ある」と答えた人を含めると、さらに

増えて、のべ３１６人にのぼります。問１３の結果を男女別にみると、

概して男性より女性の方が被害を訴える人数が多くなっており、こう

した暴力を根絶する取組が必要となります。 

（ウ）住民アンケート 

    問１４ 被害者が相談しやすくするために何が必要か 

    問１５ ドメスティック・バイオレンス被害をなくすための対策 

    問１６ 性被害・性暴力をなくすための対策 

     これらのアンケート結果からは、DV 被害への対策として、「被害者

が相談しやすい環境づくり」、「相談窓口の充実」、「教育及び啓発」が有

効であると考える意見が多く、強いニーズがあることがうかがえます。 

     また、一般的に、女性が被害を受ける機会が多いと言われるものに、

職場におけるハラスメントがありますが、相談窓口の設置及び充実は、

その対策としても有効と考えられます。そのことは、事業所アンケート

問７（「ハラスメント防止に向けた取組」）で、ハラスメント対策として

「社内に相談窓口を設置」したとの回答が１７％にのぼっていること

からも、ニーズがあることがうかがえます。 

以上のとおり、男女を含むあらゆる属性をもつ個人が、安全・安心に過ごすこ

とができるまちづくりが強く求められているといえます。そのための対策とし

て、災害時に誰もが安全・安心を確保できるよう備えを万全にすること、DV や

ハラスメントを防止して暴力の根絶を図る取組を進めること等が重要となりま

す。また、あらゆる人が心身ともに健やかな状態で日々を過ごすことができる

よう、健康管理に係る支援の充実も併せて考えていくことが必要となります。 
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（３）課題への対応 

ここまで整理した本町における現状と課題を踏まえて、その課題の改善や解

消を図り、男女共同参画社会の実現に資する施策を検討し、本プランの具体的

な施策として反映させます。 
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１ プランの基本理念 

 

 本プランの先行計画である第３次プランでは、「町民と ともに歩み ともに作

る参画・協働のまちづくり」を基本理念として掲げました。これは、本町の総合

計画に先行する「第６次多度津町総合計画」において、まちづくりの基本理念と

した掲げたものであり、男女共同参画社会のあり方とも一致するものであるこ

とから、基本理念として準用したものです。 

現行の総合計画では、まちづくりの基本理念を、「共につくり、共に進める、

持続可能なまちづくり」としており、町民・地域・団体のそれぞれが主役となっ

て、一人ひとりが主体的な取組を進めることが求められています。また、その先

にあるまちの将来像には「主役は町民（わたし） 歴史を未来へつなぐまち たど

つ」が掲げられており、その将来像を実現するためのまちづくりの大きな方向

性として、次の４つの基本政策を打ち出しています。 

 これら現行の総合計画に掲げる基本理念や、総合計画に記載された基本政策

は、一人ひとりが人権を尊重し、性別などの属性にとらわれず、個性と能力をあ

らゆる分野において発揮できる男女共同参画のまちづくりを進めていく上で、

重要な考え方になるものです。 

 そこで、本プランの基本理念も、第３次プランと同様に、現行の総合計画に掲

げるまちづくりの基本理念を準用するものとし、「共につくり、共に進める、持

続可能なまちづくり」を掲げるものとします。 

また、本プランのキャッチフレーズについては、第３次プラン策定時と同様

に、住民アンケートを通して広く募集を行ったところ、多くの案をいただくこ

とができました。それらの中から、多度津町男女共同参画推進会議の委員から

の意見聴取を踏まえて、本プランの基本理念に沿う「誰もが自分らしく、いきい

きと」をキャッチフレーズに掲げて、本プランを推進してまいります。 

第３章 プランの基本的な考え方  

  ・安心して子育てができ、健やかに暮らせるまちづくり 

  ・安全・安心に暮らせる自然と調和したまちづくり 

  ・にぎわいと交流を促進する活気あふれるまちづくり 

  ・時代のニーズに応える持続可能な協働のまちづくり 
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【 基本理念 】 

 

 

【 キャッチフレーズ 】 

 

 

２ プランの体系 

 

第３次プランでは、４つの「基本目標」に基づき、それぞれに計９つにわたる

「目標」を掲げ、その目標に沿って計２２の「施策の方向」を定めました。本町

では、第３次プランの期間中、これら基本目標、目標、施策の方向に沿って、

様々な取組を推進してきました。 

本プランの策定にあたっては、第３次プランまでの取組を原則として継承し、

その上で現在の社会情勢に合わせて整理し、更なる発展を図りました。 

その結果、本プランは、先に掲げた基本理念を踏まえて、３つの「基本目標」

に基づき、それぞれ計８つにわたる「基本施策」を掲げ、計１９の「施策の方向」

を定めることにしました。本プランに掲げるこれら基本目標、基本施策、施策の

方向に沿って、男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進します。 

また、第３次プランと同じく、本プランでも「基本施策」ごとに、男女共同参

画社会の実現に向けた進捗状況の指標となる「目標値」を設定します。本プラン

の「目標値」は、主として本町の主体的な取組により状況の改善又は維持を図る

ことができる項目を設定するものとしています。なお、目標とする数値は、一部

を除き、計画期間が満了する令和１２（2030）年度における年度内の実績値又

は年度時点の実績値（累計値又は現状値）を設定しています。これら目標の達成

に向けて、適宜見直しも行いながら、プランに記載した取組を進めていきます。 

  

共につくり、共に進める、持続可能なまちづくり 

誰 も が 自 分 ら し く 、 い き い き と 
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【基本目標１】

男女共同参画
社 会の基 盤
づくりの推進

１人権尊重と男女共同
参画の意識づくり

１人権尊重の意識づくり
２男女共同参画への
理解促進と意識の向上

２多様な選択を可能に
する教育・学習機会
の充実

３学校等における男女
共同参画の推進と充実

４生涯学習における男女
共同参画の推進と充実

【基本目標２】

あらゆる分野
における男女
共 同参 画 の
推進

３政策・方針決定過程
への女性の参画拡大

４多様な生き方・働き方
ができるまちづくりの
推進

５地域における男女共同
参画の推進

【基本目標３】

安 全・安 心
対 策の 推 進

６防災分野における男女
共同参画の推進

７あらゆる暴力の根絶と
支援・防止対策の推進

８ライフステージに応じた

健康づくりへの支援

５政策・方針決定過程への
女性の参画の推進

６人材の養成と情報・
資料の収集・提供

10 男女の地域活動への
参画促進

11 居場所づくりの支援
12 国際的視野を持った
男女共同参画の推進

７あらゆる分野において
働く男女の活躍推進

８多様な生き方・働き方
を可能にする社会の醸成

９子育て・介護等の支援
の充実

15 DV予防対策の充実
16 DV防止及び被害者支援
の推進

17 生活困窮者への支援や
虐待・ハラスメントの
防止対策の推進

13 防災分野における女性
の参画拡大

14 防災対策・避難所の
運営・相談支援など
への女性の視点の強化

18 働く男女の健康管理
対策の推進

19 生涯を通じた健康支援

基本目標 基本施策 施策の方向
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１ 基本目標１ 

男女共同参画社会の基盤づくりの推進 

 

（１）基本目標の概要 

 

 性別に関わらず、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現す

るためには、その社会を支える基盤が整備されていなければなりません。基盤

を確かなものにするためには、一人ひとりがお互いの人権を尊重し、男女共同

参画社会を実現しようとする意識を社会全体で高めていくことが必要です。 

 しかし社会には、これまで長い時間をかけて形成されてきた性別に基づく固

定的な役割分担意識が根強く残り、男女共同参画社会の形成を阻害しています。

この「固定的性別役割分担意識」は、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と

いった考え方に代表されるような意識で、女性を家庭に縛ったり社会進出を阻

んだりすることの要因になっています。また、この意識は、「アンコンシャス・

バイアス（無意識の偏ったものの見方や思い込み）」として時に表出し、気づか

ないうちに他人を傷つけたり、自分や他人の進路や職業の自由な選択肢を狭め

たりすることにつながります。 

 こうした意識は、第２章で取り上げたアンケートの結果からも分かるとおり、

本町においても社会意識（社会通念、慣習、しきたり等）として根強く残ってお

り、男女ともに自分らしく生きることを妨げるものとなっています。このこと

を踏まえて、町全体でこうした意識の解消に努め、男女共同参画社会の実現に

向けた意識改革を図ることが重要です。 

また、私たち一人ひとりが、社会意識にとらわれることなく、自分らしく生き

るための多様な選択ができるように、学校や社会などさまざまな場面における

教育の機会充実を図り、「固定的性別役割分担意識」の打破と男女共同参画社会

の実現をめざします。 

 

（２）基本施策の内容 

 

① 基本施策１ 人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

  

第４章 プランの内容  
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男女共同参画を推進する上で、「人権を尊重する」ことは最も基本となる考え

方です。男女の人権のみならず、あらゆる差別や人権問題を解決し、一人ひとり

が互いの人権を認め、尊重し合い、理解を深めることが必要不可欠となります。

こうした人権尊重の意識を広めるために、広報及び啓発活動に取り組みます。 

 また、性的マイノリティの人々が「生きづらさ」を感じることがないよう、多

様な性の在り方について理解を深めるための取組も実施し、「誰一人取り残さな

い」社会の実現を図ります。 

 さらに、社会に根強く残る「固定的性別役割分担意識」や「アンコンシャス・

バイアス」を解消するためには、男女共同参画に係る理解を促進するための取

組が必要となります。国・県はもちろんのこと、令和８（2026）年に設置され

る「香川県男女共同参画センター（ふらっとぴあ香川）」といった拠点施設とも

連携して、男女共同参画に関する情報の収集に努め、さまざまな機会や場面を

活用して情報提供を行うとともに、効果的な広報及び啓発活動に取り組みます。 

 

（ア）施策の方向１ 人権尊重の意識づくり 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

広報・啓発活動 

町の広報誌、ホームページ、SNS 等の

媒体を活用して、人権問題に係る記事

を掲載し、啓発を行います。 

住民環境課 

生涯学習課 

研修会・講演会の開催 

住民、事業所、職員等を対象に、関係課、

関係自治体・団体等と連携して部落差

別や個別人権課題に関する研修会・講

演会を開催します。また、他団体等が主

催する研修会・講演会への参加を促し、

学びを深める機会を提供します。 

住民環境課 

生涯学習課 

町 長 公 室 

意識調査の実施及び 

分析 

「人権・同和問題に関する意識調査」を

５年ごとに実施し、住民、教職員、町職

員等の人権意識を把握します。また、そ

の分析を通じて人権擁護上の課題を見

出し、その解決に向けた施策を検討し、

着実に実行していきます。 

生涯学習課 

住民環境課 

人権相談の充実 

人権擁護委員と連携して人権相談を実

施します。また、相談窓口の周知を行

い、解決に向けた支援を図ります。 

住民環境課 
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性的マイノリティへの 

支援体制の充実 

性の多様性に関する正しい理解と認識

の普及啓発に努めます。また、パートナ

ーシップ制度等の支援施策を着実に運

用するとともに、庁内で連携して行政

サービスの充実を図り、誰もが安心し

て暮らせるまちづくりを進めます。 

住民環境課 

 

（イ）施策の方向２ 男女共同参画への理解促進と意識の向上 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

広報・啓発活動 

町の広報誌、ホームページ、SNS 等の

媒体を活用して、男女共同参画に係る

記事を掲載し、啓発を行います。 

住民環境課 

生涯学習課 

アンケートの実施 

及び分析 

住民及び事業所を対象としたアンケー

ト調査を５年ごとに実施し、男女共同

参画に係る意識の現状を把握します。

また、その分析を通じて課題を見出し、

その解決に向けた施策を検討し、着実

に実行していきます。 

住民環境課 

男女共同参画の視点の 

普及 

町が作成、発行等をする印刷物、電子メ

ール等に男女共同参画の視点が取り入

れられるよう、職員に対する知識の習

得機会の提供や啓発に努め、「アンコン

シャス・バイアス」の解消を図ります。 

住民環境課 

香川県男女共同参画 

センターとの連携 

同センターが行う広報、相談、調査研

究、人材育成等の業務と連携して、男女

共同参画に関する情報収集、相談窓口

の普及等に加えて、住民、事業所、職員

等の研修機会の創出を図ります。 

住民環境課 

 

（ウ）目標値の設定 

内容 
現状値 

（R７実績(見込み)） 

目標値 

（R１２実績） 

担当部署 

（R7） 

住民や事業所を対象とした人権・同和問題 

研修会等の開催〈当該年度内実績〉 
５回 ６回 

住民環境課 

生涯学習課 
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人権・同和問題研修会等への参加人数 

（住民、事業所、職員等）〈当該年度内実績〉 
３７４人 ４００人 

住民環境課 

生涯学習課 

町 長 公 室 

町広報誌、ホームページ等における男女共同 

参画関連記事の掲載〈当該年度内実績〉 

４回 
（広報誌のみ） ８回 住民環境課 

「夫は仕事、妻は家庭」といった固定的性別

役割分担意識への賛成意見の割合※ 
２３％ ２０％以下 住民環境課 

※ アンケート結果による調査時点の数値 

 

② 基本施策２ 多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実 

 社会に根強く残る「固定的性別役割分担意識」は、日々の生活の中で本人も気

づかないうちに定着してしまうとされています。こうした意識の定着を防ぐた

めには、幼少期から成長段階に応じて、多様な学習機会を通して男女の平等意

識について学ぶことが大切となります。そこで、学校等における男女共同参画

の推進と充実を図るため、幼児、児童、生徒、学生等への学習機会の提供はもと

より、啓発する立場である教職員に対しても、学びを深める機会を提供します。 

 また、男女共同参画に関する認識を深め、自身のアンコンシャス・バイアスに

気づく機会を得ることができるよう、生涯を通じた学習環境の提供を図ります。 

 

（ア）施策の方向３ 学校等における男女共同参画の推進と充実  

施策・事業 取組の内容 担当部署 

男女平等教育の推進 

男女平等教育を学校、保育所等におい

て実施するとともに、家庭への啓発資

材の配布を通して意識の向上を図りま

す。また、男女が共同して家事や育児を

行うことの大切さ実感できるよう、発

達段階に応じた啓発を実施します。 

教育総務課 

健康福祉課 

教職員・保育士への 

研修機会の提供 

多度津町幼・小・中学校人権・同和教育

研究会に対し、補助金の交付や臨地研

修の機会提供等を行うことで、ジェン

ダーに関する教職員の理解促進を支援

します。また、保育士に対して、国・県

が開催する男女平等教育に係る研修会

への積極的な参加を促します。 

生涯学習課

健康福祉課 
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「人権教室」の開催 

に係る協力 

人権擁護委員が小・中・高等学校等で開

催している「人権教室」の取組に協力

し、相手を思いやる心を育みます。 

住民環境課 

 

（イ）施策の方向４ 生涯学習における男女共同参画の推進と充実  

施策・事業 取組の内容 担当部署 

女性セミナーの実施 
公民館事業として、「女性セミナー」を

実施します。 
生涯学習課 

地域活動団体への支援 

地域において男女共同参画社会の実現

に資する学習機会を提供している多度

津町婦人連絡協議会などの団体に、補

助金を交付するなどして活動を支援し

ます。 

生涯学習課 

 

（ウ）目標値の設定 

内容 
現状値 

（R７実績(見込み)） 

目標値 

（R１２実績） 

担当部署 

（R7） 

女性セミナー受講者数〈当該年度内実績〉 ３５人 ４０人 生涯学習課 
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２ 基本目標２ 

  あらゆる分野における男女共同参画の推進 

 

（１）基本目標の概要 

 

 男女共同参画社会は、性別、年齢、国籍等の違いに関わらず、あらゆる分野に

おいて、その人がもつ力を最大限に発揮できる社会です。そうした社会を支え

る仕組みやルールは、男女共同参画の視点に立ったものでなければなりません。 

しかし、第１章で取り上げたとおり、我が国のジェンダー・ギャップ指数（GGI）

は、「政治参画」と「経済参画」の分野で極めて低水準となっています。また、

第２章で取り上げたアンケート結果からは、政治分野で男女格差があると住民

が認識していること、町内事業所で女性の管理職登用が十分に進んでいないこ

とが分かります。こうしたことから、社会の仕組みやルールを作る際に、女性の

視点や発想が十分に取り入れられているとは言い難い状況にあるといえます。 

この現状を踏まえると、社会のあらゆる分野における政策・方針決定の過程

に女性が参画する機会を増やす取組が求められているといえます。また、誰も

が政策・方針決定過程に参画できるよう、社会全体で人材の養成に努めること

が重要であり、それに資する情報収集・情報提供に取り組む必要があります。 

また、あらゆる分野において男女が活躍する社会とするためには、自分らし

く生き、自分らしく働くことが求められます。しかし、第２章で取り上げたとお

り、採用、賃金、昇給等の雇用条件や昇格、業務内容、勤務の継続性等の就労環

境の面で、今なお格差があることがうかがえます。これらの格差を是正するた

めには、ダイバーシティ（多様性）が尊重される社会を醸成し、ワーク・ライフ・

バランス（仕事と生活の調和）の実現や子育て支援、介護支援等の制度の充実を

図ることで、女性の活躍を促すとともに、男性が家事、育児、介護等に参加しや

すい環境整備を推進する必要があります。 

 さらに、地域社会が抱えているさまざまな課題を解決するためには、多様な

人材の活躍が必要となることから、高齢者や外国人などさまざまな属性をもつ

個人からなる地域住民の幅広い社会参画を促すために、行政サービスや支援体

制の充実が求められています。 

 

（２）基本施策の内容 

 

① 基本施策３ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
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 社会や地域の在り方を定める政策・方針の決定にあたっては、その決定過程

において、男女の多様な視点や意見が取り入れられることが求められます。し

かし、ジェンダー・ギャップ指数（GGI）やアンケート結果からもうかがえるよ

うに、政策・方針に関する議論が行われる場への女性の参画が進んでいないこ

とが大きな課題となっています。 

ついては、政策・方針決定過程への女性参画を促進するために、あらゆる場で

の女性登用を推進するとともに、それを担う女性人材の養成を図ります。 

 

（ア）施策の方向５ 政策・方針決定過程への女性の参画の推進  

施策・事業 取組の内容 担当部署 

行政における女性職員

の採用及び登用の促進 

本町の特定事業主行動計画に基づき、

女性職員の採用や管理職への登用など

の取組を推進し、社会のロールモデル

となれるよう努めます。 

町長公室 

各種審議会委員等への 

女性の登用促進 

本町が設置する審議会、委員会等の委

員等を委嘱、任命等する際には、多様な

意見を取り入れるために、女性を積極

的に登用します。 

全課 

事業所等への啓発 

事業所等の方針決定過程における女性

の積極的登用や参画に係る理解促進の

ため、事業所等への啓発を行います。 

住民環境課 

 

（イ）施策の方向６ 人材の養成と情報・資料の収集・提供 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

行政における 

キャリア形成支援 

本町の特定事業主行動計画に基づき、

キャリア形成の支援を推進します。 
町長公室 

女性活躍推進や女性 

人材に関する情報収集 

及び情報提供 

女性活躍を推進するための考え方や取

組の事例や理工系・デジタル分野など

で活躍している女性の生き方や働き方

に関する情報収集に努めます。また、収

集した情報は、イベント・講演・研修の

実施、広報誌・ホームページへの記事掲

載等々のさまざまな手段を用いて、広

く住民、事業所、職員等に提供します。 

住民環境課 
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起業、再就職、キャリア 

アップへの支援 

各関係機関と連携して、起業、再就職、

キャリアアップの支援に係る相談会や

セミナーを開催し、自分らしく活躍で

きる働き方について情報を提供しま

す。また、出産や育児等により退職した

女性の再就職を図るため、雇用機会や

技術習得機会について、情報提供を図

ります。さらに、ハローワーク丸亀のマ

ザーズコーナー専門職員による「子育

てサポート出張ハローワーク」などと

連携し、相談機会の確保に努めます。 

産業課 

健康福祉課 

 

（ウ）目標値の設定 

内容 
現状値 

（R７実績(見込み)） 

目標値 

（R１２実績） 

担当部署 

（R7） 

各種審議会委員への女性の登用率 

〈当該年度時点実績〉 
２９％ ３５％ 全課 

 

② 基本施策４ 多様な生き方・働き方ができるまちづくりの推進 

 男女がその能力を発揮して自分らしく生き、そして働くためには、雇用条件や

就労環境の改善を図るとともに、固定的な性別役割分担を解消し、職場におけ

る男女の雇用機会の均等と待遇改善を図ることが必要となります。 

雇用条件や就労環境の改善には、企業、行政等の組織トップによるコミット

メント（誓約、関与）が重要です。経営者・管理職自らが組織トップのネットワ

ークを生かして男女の働き方について見直し、社会全体の意識改革をリードす

ることが求められています。 

また、仕事、家庭、地域生活等を自らの希望に沿った形で行い、男女がともに

夢や希望を実現できるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）がとれた

社会となるよう、住民、事業所、職員等に対して啓発を行うとともに、男性の家

事、育児、介護等の参画とそれを促す支援制度の充実に努め、多様な生き方、働

き方のできるまちづくりを推進します。そのためにも、行政、事業所等のあらゆ

る組織において、ダイバーシティマネジメント*１１の観点が広く取り入れられる

よう啓発に努め、多様な生き方・働き方を可能にする社会を醸成し、ウェルビー

イング*１２な社会の実現をめざします。 
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なお、この基本施策４に係る取組は、本町における「女性活躍推進法」の規定

に基づく「市町村推進計画（女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

についての市町村推進計画）」として位置づけます。 

 

*１１ ダイバーシティマネジメント（Diversity Management） 

人種、性別、年齢、宗教、価値観、障害などの様々な属性をもつ個人の多様性を活か

して、従来の経営方針や社会におけるスタンダードにとらわれない価値や発想を取

り入れることで、ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、企業の成長につな

げようとする経営手法のこと。  

*１２ ウェルビーイング（Well-being） 

身体的、精神的、社会的に良い状態にあることをいい、多様な個人がそれぞれ幸せ

や生きがいを感じられるとともに、個人を取り巻く地域や社会が幸せや豊かさを感

じられる良い状態にあることをあらわしている。 

 

（ア）施策の方向７ あらゆる分野において働く男女の活躍推進 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

経営者・管理職による

社会全体の意識改革の

推進 

男女が、その職業生活と家庭生活を円

滑かつ継続的に両立できるよう、経営

者・管理職（企業、行政等の組織のトッ

プを含む）が社会全体の意識改革に取

り組み、女性活躍と男性の家庭参画を

促進します。 

住民環境課 

女性の活躍事例や 

事業所の取組事例の 

情報提供 

自身の能力を発揮し、自分らしく働い

ている女性の活躍事例や女性が働きや

すい職場環境づくりに取り組む事業所

の好事例を、ロールモデルとして広く

紹介することで、意識改革を図ります。 

住民環境課 

 

（イ）施策の方向８ 多様な生き方・働き方を可能にする 

社会の醸成 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

行政におけるワーク・ 

ライフ・バランスの 

確立に向けた取組 

本町の特定事業主行動計画に基づき、

行政におけるワーク・ライフ・バランス

の確立に向けた取組を推進します。 

町長公室 
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事業所における働き 

やすい環境づくりの 

推進に係る啓発 

労働時間の短縮やフレックスタイム制

などの多様な働き方を可能にする制度

について情報収集し、収集した情報は、

働きやすい環境づくりを推進するため

に、事業所へ提供して啓発します。 

産業課 

男性の働き方改革と 

家庭参画の推進 

男性の職業生活における課題解決を図

ることで、男性の家事等への参画を促

進し、男女ともに職場・家庭での活躍を

両立できるよう啓発に努めます。 

住民環境課 

町長公室 

組織におけるダイバー

シティ推進 

多様な生き方、働き方の実現とイノベ

ーションの達成をめざして、事業所、行

政等の組織におけるダイバーシティ推

進に関する啓発を行います。 

住民環境課 

ダイバーシティマネジ

メントの普及啓発 

自分らしく働くことができる社会環境

づくりを図るため、多様な人材を活か

して組織全体の強化と持続可能な発展

をめざすダイバーシティマネジメント

（ダイバーシティ経営）の考え方につ

いて、普及啓発に取り組みます。 

住民環境課

産業課 

家族経営協定の普及 

促進 

家族で農業を営む人々が、経営方針、役

割分担、労働条件等を十分に話し合い、

自分らしく働くことができるよう、家

族経営協定の締結を促します。 

産業課 

 

（ウ）施策の方向９ 子育て・介護等の支援の充実 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

子育て・介護等に関する 

アンコンシャス・バイ

アスの解消に係る取組 

子育て・介護等に関し、男女が共に責任

をもち、共に協力し合うことができる

よう、子育て・介護を女性の役割と捉え

るアンコンシャス・バイアスの解消に

向けた啓発に取り組みます。 

住民環境課 

子育て支援に関する 

情報の発信 

電子母子手帳アプリやメール配信を活

用して、子育て支援制度や各種教室の

情報等を発信します。 

健康福祉課 
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子育て支援を目的と 

した教室等の開催 

家族で参加できるウェルカムベビーセ

ミナー等の開催を通じて、育児手段の

習得や不安を解消し、新生児を迎える

準備を整えます。産後は、親子で参加で

きる「のびのび広場」等で子育ての楽し

さを感じられるようにします。また、不

安や悩みを相談できる場の提供も併せ

て行います。 

健康福祉課 

子育て支援制度の充実 

（福祉分野） 

男女がともに就業を継続できるよう、

保育所・こども園における保育の充実、

延長保育、一時預かり、放課後児童クラ

ブ等の支援事業の継続及び改善等、福

祉分野における子育て支援制度の充実

に取り組みます。 

健康福祉課 

子育て支援制度の充実 

（教育分野） 

幼稚園での預かり保育の拡充、家庭教

育学級や放課後子供教室の実施、児童

生徒への就学援助など、教育分野にお

ける子育て支援制度の充実に取り組み

ます。 

生涯学習課 

教育総務課 

育児休業制度の取得 

促進に向けた啓発 

男性が育児休業制度を積極的に取得し

て家庭に参画できるよう、事業所への

啓発を行うとともに、商工会議所など

の関係部署と連携して広報活動に取り

組むことで、社会全体の意識改革を図

ります。 

住民環境課 

介護支援制度の充実 

介護予防サポーターや認知症サポータ

ーの養成、認知症高齢者を見守るネッ

トワークの運用などを通して、社会全

体で介護を支援する体制づくりを進め

ます。 

高齢者保険課 

介護休業制度の取得 

促進に向けた啓発 

男性が介護休業制度を積極的に利用し

て家庭に参画できるよう、事業所や社

会全体に対して意識改革を働きかける

ための啓発を行います。 

住民環境課 
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（エ）目標値の設定 

内容 
現状値 

（R７実績(見込み)） 

目標値 

（R１２実績） 

担当部署 

（R7） 

家族経営協定締結農家数〈当該年度時点実績〉 ９ １０ 産業課 

保育所の待機児童数（私的待機を含む） 

〈当該年度内実績〉 
２３人 １０人 健康福祉課 

放課後児童クラブの待機児童数〈当該年度内実績〉 ０人 ０人 健康福祉課 

ウェルカムベビーセミナー（マタニティ教室）

に夫婦で参加した人の割合〈当該年度内実績〉 
８９％ ９０％ 健康福祉課 

育児休業制度を導入している事業所の割合※ ６７％ ７０％ 住民環境課 

家庭教育学級の実施回数〈当該年度内実績〉 １２回 １５回 生涯学習課 

就学前保護者啓発事業の実施回数〈当該年度内実績〉 ３回 ５回 生涯学習課 

放課後子供教室の実施日数〈当該年度内実績〉 ２６回 ３０回 生涯学習課 

放課後子供教室の参加者数〈当該年度内実績〉 ８５０人 １，０００人 生涯学習課 

介護予防サポーター数〈当該年度時点実績〉 ２４５人 ２７０人 高齢者保険課 

認知症サポーター数〈当該年度時点実績〉 ２，６７９人 ２，９００人 高齢者保険課 

認知症高齢者を見守るネットワークづくり  

協力団体数〈当該年度時点実績〉 
４９団体 ５０団体 高齢者保険課 

※ アンケート結果による調査時点の数値 

 

③ 基本施策５ 地域における男女共同参画の推進 

 男女がいきいきと社会に参画するためには、一人ひとりの能力や意欲に応じ

た社会参画を促すことが必要となります。地域における課題が多様化するなか

で、その解決を図るためには、性別、年齢等に関わらず、その人がもつ能力を存

分に生かせるようにしなければなりません。 
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そこで、さまざまな場面における地域住民（高齢者を含む）の社会参画を促す

ために、行政サービスの充実や支援体制の整備、充実等を図ります。 

 また、本町は、第２章でも取り上げたとおり、産業との関係性から、総人口に

占める外国人人口の比率が県内においても特に高く、今後も増加が見込まれる

ことから、国際的視野を持った男女共同参画を推進し、「誰一人取り残さない」

多文化共生社会の実現に向けた取組を推進します。 

 

（ア）施策の方向１０ 男女の地域活動への参画促進 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

ボランティア活動等の 

情報提供 

町内で行われるボランティア活動や各

種団体の取組等の情報を収集し、講座

の開設や広報媒体の活用などにより情

報提供を行います。 

政策課 

高齢者の就労支援 
シルバー人材センターの会員登録数の

確保に努めます。 
高齢者保険課 

 

（イ）施策の方向１１ 居場所づくりの支援 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

高齢者の在宅生活を 

住民自らが支え合う 

地域づくりの推進 

高齢者の在宅生活を支える仕組みを考

えるための協議会を設置し、高齢者が

住み慣れた地域で自立した生活が送れ

るよう支援します。 

高齢者保険課 

高齢者の居場所づくり 

の支援 

高齢者が交流するための居場所づくり

に取り組む団体の活動を支援します。 
高齢者保険課 

子どもの居場所づくり

の支援 

放課後、休日等に子どもが集う居場所

をつくり、地域住民との交流を促進す

るとともに、子育ての支援を行う団体

の活動を支援します。 

健康福祉課 

 

（ウ）施策の方向１２ 国際的視野を持った男女共同参画の推進  

施策・事業 取組の内容 担当部署 

小学校への外国語 

指導助手の派遣 

学校現場における国際交流の進展を目

的として、民間事業所を活用して小学

校に外国語指導助手を派遣します。 

教育総務課 
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外国をルーツとする 

子どもへの支援と 

インクルーシブ教育 

の充実 

外国をルーツとする児童生徒の生活や

学習環境の整備を支援するため、民間

団体と連携して、学校に日本語指導員

や通訳を配置します。また、インクルー

シブ教育を推進し、多文化共生社会の

実現に向けて、児童生徒の外国人に対

する理解を深めます。 

教育総務課 

国際交流の推進 
民間団体と連携して国際交流の推進に

資する取組を行います。 
町長公室 

 

（エ）目標値の設定 

内容 
現状値 

（R７実績(見込み)） 

目標値 

（R１２実績） 

担当部署 

（R7） 

シルバー人材センター会員登録人数 

〈当該年度時点実績〉 
３４６人 ３５０人 高齢者保険課 

高齢者居場所づくり事業を行っている団体数  

〈当該年度時点実績〉 
２５団体 ２５団体 高齢者保険課 

高齢者の在宅生活を支える仕組みを考える  

ための協議体の数〈当該年度時点実績〉 
１団体 １団体 高齢者保険課 

小学校への外国語指導者の派遣時間 

〈当該年度内実績〉 
７４時間 ７４時間 教育総務課 

国際交流事業数〈当該年度内実績〉 １ ２ 町長公室 
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３ 基本目標３ 

  安全・安心対策の推進 

 

（１）基本目標の概要 

 

男女共同参画社会は、誰もが安全・安心に暮らすことができる社会であると

いえます。 

住民が安全・安心に暮らす上で、大きな懸念事項となっているものとして、南

海トラフを震源域とする巨大地震や気候変動に伴う台風・大雨の激甚化といっ

た災害があります。本町においても、住民の生命と財産を守るために、災害への

備えを進めているところです。 

一般的に、災害発生時には、性別、年齢、国籍等を理由とした差別や暴力が顕

在化しやすいと指摘されています。そうした差別や暴力の被害者となりやすい

のが、社会的立場が相対的に弱いとされている女性（妊産婦を含む）、高齢者、

障害者、外国人等であると言われています。災害は、地震・台風といった自然要

因と、それを受け止める社会の側の事情、つまり社会要因によって被害の大き

さが決まるとされていますが、災害発生時における社会要因の被害を軽減する

ために、緊急時の体制を整えておくことが必要になります。 

なかでも避難所運営に関しては、近年、男女共同参画の視点を取り入れるこ

とが強く求められています。防災への備えを進めるにあたっては、男性だけで

なく女性等の意見を取り入れることが重要であり、第２章で取り上げた住民ア

ンケートの結果も踏まえながら、対策を講じる必要があるといえます。 

また、配偶者、パートナー、恋人などからの暴力問題（DV）や職場における

ハラスメントは、日常生活を安全・安心に暮らす上で大きな課題となっていま

す。第２章で取り上げた住民アンケートからも、身体的暴力、暴言、束縛、性的

被害、無視、経済的圧力などの DV を「何回も」受けたという人がおり、被害

者が存在することが分かっています。被害を受けている人のために、各種機関

には DV やハラスメントに関する相談窓口が設けられており、被害者救済が図

られていますが、一般的に、被害状況に比して利用が少ないと言われています。

DV やハラスメントをはじめとして、子ども、高齢者、障害者等への虐待など、

あらゆる暴力を未然に防ぐための啓発を行うとともに、被害者が相談しやすい

環境づくりや関係機関と連携した相談窓口の充実が求められています。 

さらに、日常生活や社会生活を安全・安心に営むにあたり、看過できないもの

として、昨今の経済情勢の悪化による生活困窮者の増加や、子ども、高齢者、障

害者等の社会的立場が相対的に弱いとされる人々への虐待やハラスメントなど
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の社会問題があります。これらの問題に対しては、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する法律（令和４年法律第５２号）、児童虐待の防止等に関する法律

（平成１２年法律第８２号）、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律（平成１７年法律第 124 号）、障害者虐待の防止、障害者の養

護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）等やハラスメン

トの防止に係る各種法律の趣旨を踏まえて、福祉の面での支援が求められるほ

か、それらを防止するために啓発を推進する必要があります。 

そして、安心して日々の生活を営み、その能力を存分に発揮するためには、心

身が健やかであること、つまり健康を維持することも重要となります。本町で

は、第３次プランにおいて、生涯を通じた健康づくりを支援するために、思春期

や出産期、更年期、高齢期など、ライフステージに応じた心とからだの健康づく

りを推進してきました。今後も、支援を着実に履行し、又は充実させながら、安

全・安心な男女共同参画社会の実現を図ります。 

 

（２）基本施策の内容 

 

① 基本施策６ 防災分野における男女共同参画の推進 

 災害発生時には、女性に対する DV や性暴力が増加するという世界的な傾向

があると指摘されています。また、社会的立場が相対的に弱いとされる女性（妊

産婦を含む）、子ども、高齢者、障害者、外国人等は、避難所において、必要と

される物品が不足していたり、ハード・ソフトに障壁があったりすることで、安

全・安心に避難することができず、心身ともに負担が増加し、時には命の危険に

直面することもあります。 

 こうしたことを防ぐためには、防災分野における女性等の参画を拡大し、男

女共同参画の視点に立って多様な意見を取り入れて、災害発生時に「誰一人取

り残さない」体制を整えるために、平時から備えることが必要となります。 

 

（ア）施策の方向１３ 防災分野における女性の参画拡大 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

危機管理業務への 

女性の関与又は 

登用の推進 

男女共同参画の視点を取り入れた防災

計画や避難所の運営方針が策定される

よう、危機管理業務に女性職員や女性

の外部委員が関与する機会を設け、そ

の意見を聴取します。 

総務課 
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防災士の育成支援 

地域における防災力の向上を図るため

に、防災士の育成支援を図るものとし、

資格取得に係る助成などの施策を講じ

ます。併せて、女性防災士の確保にも努

めます。 

総務課 

消防・防火活動への 

女性の参画促進 

消防団入団促進動画の放映、講演会の

開催、イベントでの訓練・体験活動の提

供などの啓発活動を通じて、消防団へ

の女性の加入促進を図ります。また、女

性防火クラブとの連携を図ります。 

消防本部 

 

（イ）施策の方向１４ 防災対策・避難所の運営・相談支援など 

への女性の視点の強化 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

男女共同参画の視点を 

取り入れた避難所の 

環境整備 

災害発生時に配慮が必要となる女性

（妊産婦を含む）、子ども、高齢者、障

害者、外国人等が、避難所で安全・安心

に過ごすことができるよう、さまざま

な意見を聴取して、男女共同参画の視

点に立った、「誰一人取り残さない」避

難所運営が行えるよう、環境整備に努

めます。 

総務課 

避難所運営訓練の実施 

災害発生時に行政職員の誰もが円滑に

避難所運営を行えるよう、平時から訓

練を実施します。職員は男女共同参画

の視点をもって訓練に臨むものとし、

積極的に課題を洗い出すことで、備え

を万全なものにするよう努めます。 

総務課 

全課 

 

（ウ）目標値の設定 

内容 
現状値 

（R７実績(見込み)） 

目標値 

（R１２実績） 

担当部署 

（R7） 

消防団に加入している女性の人数〈当該年度時点実績〉 ０人 １０人 消防本部 
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防災士の資格を有する女性の人数〈当該年度時点実績〉 

（町が資格取得を支援するなどして把握している人数） 
５人 １０人 総務課 

避難所の設置計画に男女共同参画の視点を  

取り入れるための意見聴取や研修への参加  

〈当該年度内実績〉 

１回 ５回 総務課 

男女共同参画の視点に基づき環境整備を 

行った避難所数〈当該年度時点実績〉  

９施設 １２施設 総務課 

避難所の運営訓練の回数〈当該年度内実績〉 ２回 ２回 総務課 

 

② 基本施策７ あらゆる暴力の根絶と支援・防止対策の推進 

 あらゆる暴力は、人権を著しく侵害するものであり、決して許されるもので

はありません。特に女性は、DV やセクシャル・ハラスメントをはじめとするハ

ラスメントの被害を受けやすいことが指摘されており、その防止を図るため、

啓発に取り組む必要があります。また、DV やハラスメントに関する相談窓口の

情報提供を行い、支援が行き届くように努めます。 

なお、この基本施策７に係る取組は、DV 防止法に基づく「市町村基本計画

（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画）」として位置づけます。 

 

（ア）施策の方向１５ ＤＶ予防対策の充実 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

DV を予防するための 

啓発 

毎年１１月中の「女性に対する暴力を

なくす運動」期間を中心に、町広報誌、

ホームページ、SNS 等を活用して暴力

の根絶に係る啓発を行います。また、関

係団体と連携して、「パープル・ライト

アップ事業」を実施し、運動への理解を

深めてもらうきっかけとします。 

住民環境課 

学校教育における暴力

防止教育の推進 

暴力の根絶に向けて、道徳教育などを

通じて若年層に対する教育を推進し、

暴力行為を許さない意識づくりを図り

ます。 

教育総務課 
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（イ）施策の方向１６ ＤＶ防止及び被害者支援の推進 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

相談窓口との連携 

町広報誌、ホームページ等を通じて、

DV 防止や被害者救済に係る関連部署

や官・民が設置している相談窓口（性暴

力被害者支援センター「オリーブかが

わ」など）を紹介し、連携を図ります。 

住民環境課 

担当職員の資質向上 

ＤＶ相談に対応する担当職員に専門研

修への参加を促し、資質の向上を図り

ます。 

健康福祉課 

 

（ウ）施策の方向１７ 生活困窮者への支援や虐待・ハラスメント 

の防止対策の推進 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

生活困窮者への支援 

の充実 

さまざまな困難に直面している生活困

窮者に対し、国や県の支援制度や相談

窓口について周知を行います。また、

国、県、関係機関等と連携して支援施策

を実施します。 

健康福祉課 

生活困窮者や貧困 

状況にある家庭の 

子どもへの教育・ 

学習機会の確保 

十分な教育・学習の機会を得ることが

できなかった又はできていない生活困

窮者や貧困状況にある家庭の子どもを

支援するため、各種支援制度の運用や

学び直しの場を紹介することなどによ

り、学校教育や生涯学習の場を通じた

教育・学習の機会の確保を図ります。 

教育総務課 

虐待防止のための啓発

及び支援の充実 

町広報誌、ホームページ等を活用して

児童、高齢者、障害者等への虐待防止に

ついて広く啓発を行います。また、健診

（検診）や訪問などを通じて早期発見

に努め、相談対応の充実を図ります。 

さらに、要保護児童対策部会などの専

門部会でのケース支援や関係機関との

連携強化を図ります。 

健康福祉課 

高齢者保険課 
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子育て世代への情報 

提供 

産前産後のさまざまな場面で、子育て

に関する各種制度や支援に係る情報を

提供するとともに、聞き取りを通じて

相談に応じます。 

健康福祉課 

スマートフォン等の 

正しい利用方法に係る 

啓発 

インターネット上の有害情報から子ど

もたちを守るために、通信機器の正し

い利用方法や保護者が果たすべき役割

等について、啓発資材の配布や情報モ

ラル教室等の学習機会の提供を通じて

児童生徒・保護者への啓発を行います。 

教育総務課 

ハラスメントの防止に

関する啓発 

住民、事業所、職員等に対して、ハラス

メントの防止に関する情報提供や研修

機会の提供を通じた啓発を行います。 

住民環境課

町長公室 

 

（エ）目標値の設定 

内容 
現状値 

（R７実績(見込み)） 

目標値 

（R１２実績） 

担当部署 

（R7） 

DV 被害が「何回もある」人の数※ ８６人 ５０人 住民環境課 

DV 相談に係る専門研修会への参加 

〈当該年度内実績〉 
２回 ２回 健康福祉課 

要保護児童対策部会回数〈当該年度内実績〉 ５回 ５回 健康福祉課 

※ アンケート結果による調査時点の数値 

 

③ 基本施策８ ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

 誰もが社会でいきいきと活躍するには、日ごろからの心身の健康づくりが大

切です。なかでも女性に関しては、性差による健康上の課題が男性より現れや

すいことや、妊娠や出産などにも直面することから、就労への影響が大きく、キ

ャリア形成の妨げとなっている現実が指摘されています。働く男女が、安心し

て子どもを産み、共に子育てに取り組むことができるような保健事業の推進や

支援制度の整備及び充実を図ります。 

また、乳幼児期、学童期、青年期、壮年期、高齢期といったライフステージに

合わせた健康管理・健康づくりの環境整備を図ります。 



- 50 - 

（ア）施策の方向１８ 働く男女の健康管理対策の推進 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

各種健診・検診の受診 

機会の拡大 

休日健診（検診）や節目検診の実施など

を通じて、受診機会を拡大します。 
健康福祉課 

各種健康教室・健康 

相談の実施 

健康づくりセミナーなどの教室の実施

を通じて健康づくりに関する知識の普

及啓発を図るとともに、不安や悩みを

相談できる場の提供に努めます。 

健康福祉課 

 

（イ）施策の方向１９ 生涯を通じた健康支援 

施策・事業 取組の内容 担当部署 

女性のがん検診の 

受診促進 

休日検診や節目検診の実施により受診

機会を拡充し、女性のがん検診の受診

率を向上させます。 

健康福祉課 

健康増進に資する 

イベントの開催 

「健康フェスタ」、「町民あるけあるけ

大会」、「ファミリー健康ウォーク」など

の健康増進に資するイベントを開催し

ます。 

健康福祉課

生涯学習課 

スポーツに親しむ機会

の提供 

スポーツ推進委員や関係団体と連携し

て、スポーツ教室やニュースポーツ体

験等の機会を提供します。 

生涯学習課 

スポーツ推進員の 

活動促進 

スポーツ活動の普及啓発を図るため、

スポーツ推進委員の活動を促します。 
生涯学習課 

町体育協会への支援 

生涯を通じたスポーツ活動の環境を整

備するため、町体育協会の事務を支援

するとともに、補助金を交付します。 

生涯学習課 

 

（ウ）目標値の設定 

内容 
現状値 

（R７実績(見込み)） 

目標値 

（R１２実績） 

担当部署 

（R7） 

ウォーキングイベントの延べ参加者数 

〈当該年度内実績〉 
９５人 １００人 生涯学習課 

スポーツ教室・ニュースポーツ体験等の 

延べ参加者数〈当該年度内実績〉 
２００人 ２００人 生涯学習課 
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１ プランの推進体制 

 

（１）本プランの周知及び男女共同参画に係る啓発 

 

 本プランを推進するためには、行政だけではなく、住民、事業所その他関係団

体等が連携し、協働して取り組むことが重要です。そこで、本プランの策定や本

プランに基づく取組について、概要資料の作成及び配布、広報誌やホームペー

ジ等への掲載などといった取組を通じて広く周知し、社会全体における男女共

同参画に関する意識の向上を図ります。 

 また、男女共同参画社会の実現には、一人ひとりが自分自身のこととして主

体的に関わり、考え、取り組むことが大切です。住民、事業所その他関係団体等

に加えて、本町職員に対して男女共同参画に係る啓発を推進し、本プランの実

効性を高められるよう努めます。 

 

（２）庁内の推進体制の充実 

 

本プランに係る取組は、男女共同参画及び人権分野はもとより、教育、労働、

福祉等の町政のあらゆる分野に関連するものであることから、全庁的な取組が

求められます。 

そこで、本町では、多度津町男女共同参画推進本部設置要綱（平成２２年多度

津町要綱第８号）に基づき、次のとおり、庁内横断的な推進体制を整えていま

す。 

 

 

第５章 プランの推進  

○ 男女共同参画推進本部 

 町長を本部長、副町長及び教育長を副本部長、各課の課長級職員を本部

員として構成する会。 

たどつ男女共同参画プランの策定に関すること、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の実施に関すること等を所掌し、男女共同参画に関

する政策・方針について議論する。 
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これらの推進体制を充実させていくことで、本プランに掲げた施策を含む本

町のあらゆる施策に男女共同参画の意識や視点を加え、総合的かつ効果的な推

進ができるようにします。 

 

（３）住民等との協働 

 

 本プランの策定や推進にあたっては、行政、住民、事業所等との協働が不可欠

であることから、本町では多度津町男女共同参画推進会議設置要綱（平成２２

年多度津町要綱第７号）第１条に基づいて、「多度津町男女共同参画推進会議」

を設置しています。委員には、有識者、町民・団体の代表、公募選出者等を委嘱

しており、本プランの策定や施策の推進に関する意見の聴取や提案などを行っ

ていただいています。 

多度津町男女共同参画推進会議 委員名簿（令和８年１月現在） 

１ 多度津町議会 中 野  一 郎 

２ 多度津町教育委員会 三 木  信 行 

３ かがわ男女共同参画推進員 竹 島  由 実 

４ かがわ男女共同参画推進員 野間 美津子 

５ 多度津町 PTA 連絡協議会 前 田  祐 司 

６ 多度津町母子愛育会 中 北  麻 子 

７ 人権擁護委員 卓  誠 子 

８ 多度津町民生委員・児童委員協議会 山地 江利子 

９ 多度津町自治連合会 大矢根 雅弘 

10 多度津商工会議所女性会 髙 島  照 美 

11 多度津町生活研究グループ連絡協議会 中 北  和 子 

12 多度津町園長・校長会 荻 田  由 美 

○ 男女共同参画推進幹事会 

 各課の課長が承認する課長補佐級以下の職員で構成し、推進本部が所

掌する事項の具体的な調査研究を行う。 

たどつ男女共同参画プランに関しては、プランに掲げる施策に関する

進捗状況の把握、点検、見直し等を行っている。また、事務局（住民環

境課）からの要請に基づき、適宜、職員に対して男女共同参画に係る情

報提供や啓発を行う。 

。 
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13 多度津町婦人連絡協議会 北 平  雅 慰 

14 多度津町食生活改善推進協議会 本 井  博 子 

15 民間企業代表（四国計測工業株式会社） 横 山  真 琴 

16 公募委員 濱 田  幸 子 

このほか、本プランの策定にあたっては、パブリックコメントを実施し、広く

住民等の意見を取り入れるように努めています。 

住民等の意見や提案を反映した本プランを通じて、地域の実態や特性に応じ

た男女共同参画社会の実現を図ります。 

 

（４）関係機関との連携 

 

 本プランを推進するために、国や県をはじめとして、他の自治体などの関係

機関との連携を密にし、男女共同参画推進社会の実現に向けた取組を適切に推

進していけるよう、的確な情報収集を図ります。 

 

２ プランの進捗管理 

 

本プランを着実に推進していくために、PDCA サイクル*１３を基本として進

行管理を行います。また、担当課のみならず「多度津町男女共同参画推進本部」

等の庁内横断的な組織や「多度津町男女共同参画推進会議」といった住民等が

参画する組織において、定期的かつ継続的に点検・評価・改善を図り、本プラン

の実効性が高まるように管理を行います。 

 

*１３ PDCA サイクル 

「Plan」（計画）－「Do」（実行）－「Check」（評価）－「Action」（改善）の４つ

のサイクルを継続的に繰り返すことで、事業の改善を図る手法の一つ。  
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